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令和３年１２月２４日早町小学校、令和４年２月１５日喜界小学

校でボランティア活動認定証交付式が行われました。３０ポイント

達成の２名は「小さな親切運動」への推薦を行い、今回の認定証と

併せて小さな親切実行章も交付されました。６年生の吉永瑞喜さん

は、喜界小学校の４０ポイント達成の第１号です。        

              

認定者紹介 

いつもご協力 

ありがとうございます 

《学習支援ボランティア》 

晴永清道氏・登山典壽氏・碇山典子氏 

作井望氏・作井武俊氏 

「荒木やる気塾」では、今年度も１年生から６年生までの小学

生１０名を対象に、５名のボランティアと育成会の協力のもと、

毎月２回（第２・４月曜日）学習会を実施しました。新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴い中止することもありましたが、学習会

がある時にはボランティア講師の指導のもと、みんなが一生懸命

学習に取り組んでいました。 

 

 ボランティアポイントが３０ポイント

たまった児童・生徒は、小さな親切運動

への推薦を行っています。今回は２名の

児童を推薦し、表彰を受けました。 

今年度も頑張りました！！

〇早町小学校 

 ２年 川村 英輝さん（１０） 

 〇喜界小学校 

 ２年 伊藤 悠樹さん（１０） ５年 酒井理久士さん（２０） 

 ４年 前畑  仁さん（１０）    向井 恵賀さん（２０） 

    久保 桃華さん（２０） ６年 柳  裕也さん（３０） 

    相良 和紀さん（２０）    吉永 瑞喜さん（４０） 

    伊藤 迅悠さん（３０）  （ ）内は達成ポイント数 

 

交付式の様子       

              

柳 裕也さん  伊藤 迅悠さん  

上：早町小学校 下：喜界町学校  

お

めでとう＊



令和３年度共同募金結果報告 

 

 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（募金運動の場所提供、協力店） 

★Ａコープ喜界店  ★福商店 

★ショッピングセンターふくり 

★吉川商店（喜界島おみやげセンター） 

（募金箱設置協力店） 

★橋口商店 ★藤崎商店 ★アイショップ 

（街頭募金協力団体）   ★喜界高等学校 

★長寿会連合会      ★喜界中学校 

★ゲートボール協会    ★保護司会 

★身体障害者協会     ★はまゆり学園 

★母子寡婦福祉会     ★役場職員 

★民生委員児童委員協議会 ★地域女性団体連絡協議会 

目   標   額   １，２５０，０００円 

実   績   額   １，１９３，９６７円 

内訳 

戸別募金（３７集落） １，１３９，３００円 

学校募金（小・中・高）   ３９，６６６円 

その他            １５，００１円 

 

一 般 募 金 
目   標   額      ４００，０００円 

実   績   額      ３８９，１８０円 

内訳 

街頭募金          ２６９，２４５円 

イベント募金          ９１，４３６円 

町内商店（３店舗）       ７，５４２円 

ＮＨＫ歳末           １０，０００円 

その他             １０，９５７円 

歳 末 たすけあい募 金 

・ボランティア育成活動事業 

・保健福祉ネットワーク事業 

・社協だより発行 

・民生委員児童委員協議会活動助成事業 

・長寿会連合会活動助成事業 

・手をつなぐ育成会活動助成事業 

・母子寡婦福祉会活動助成事業  

・身体障害者協会育成活動助成事業 

・子ども支援ネットワークめばえ活動助成事業 

 

一般募金への寄付は以下の事業に活用しています 

 令和３年１０月１日から１２月３１日まで、

共同募金運動を行いました。コロナ禍であるに

も拘わらず、多くの方々のご協力によりたくさ

んの寄付金が寄せられました。赤い羽根一般募

金、歳末たすけあい募金はどちらも集まった地

域で活かされる募金活動です。喜界町の地域福

祉活動に活用させていただくとともに、鹿児島

県共同募金会を通じて子どもや高齢者、障害者

などを支援する様々な福祉活動や、災害時支援

に活用されています。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ネットワーク会議では、

見守り対象者の近況や活

動報告、活動記録表の記入

方法等について情報共有

を行っています。 

 令和３年１１月２２日（月）湾公民館にて、湾集落ネットワーク連絡会

が行われ、包括支援センターから吉田幸子氏・惠畑りみ子氏の２名、本会

からは、大友勝仁・市山政美・中村勝子の３名が参加しました。 

 集落からは、区長さんをはじめ７名の方が出席しました。この会合で

は、①見守り活動の報告や課題、②訪問時に声かけしても返事がない時の 

対応、③見守り活動の人員、④いきいきサロンの参加者、⑤災害時の避難支援体制などについて協

議し、活発な意見が交わされました。湾集落の見守り対象者は１３名で、アドバイザー４名・協力員

1名・民生員２名の計７名で見守り活動を行っています。 

湾 7/30・11/22 坂嶺 4/28 

赤連 4/9 大朝戸・西目 5/20 

中里 5/1 前金久 5/21 

上西 9/26 神宮 4/29 

先山 5/4 塩道 4/15・12/16 

羽里 4/10 白水 5/29 

中熊 5/29 蒲生 6/3・7/1・11/3・2/1 

 

今年度ネットワーク連絡会を開催した集落 

福祉サービス利用支援事業

 福祉サービス利用支援事業では、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などに不安がある方が

住みなれた地域で安心して暮らせるよう支援を行っています。 

１ どのような方が対象？ 

  高齢者や障害者で自らの判断能力に不安が 

 あり、福祉サービスの利用手続き・日常生活 

 の金銭の支払い等にお困りの方で、本事業の 

 契約内容について判断できる方を対象として 

 います。 

２ どのような支援内容？ 

 〇福祉サービス利用の手続き 

  様々な福祉サービスの利用に関する相談・ 

  申込・解約の手続きなど。 

 〇日常生活のお金の出し入れ 

  年金等の受領に必要な手続き、預貯金の出 

  し入れ、日用品の購入代や公共料金、税金 

  等の支払いなど。 

 〇印鑑や証書等を安全な場所で保管 

  預貯金通帳や印鑑、年金証書、保険証等。 

  ただし、宝石や貴金属、有価証券などお預 

  かりできないものもあります。  

３ どうすれば利用できる？ 

 ・専門員が困りごとや生活状況についてお話

をお伺いします。何度か面談を行ったうえで

支援計画を作成し、契約となります。 

 ・契約後の支援については１回の支援につき

１，２００円の利用料がかかります。生活保

護受給者は無料です。 

 ・福祉サービスの利用や金銭管理について困

っていることがございましたら、まずはお気

軽にご相談ください。 

相談窓口 

TEL：６５－０４４９（担当：盛澤・三田美） 

お手伝いいたします



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見

「任意後見制度」について 

任意後見制度とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、本人に十分な判断能

力があるうちに後見人をあらかじめ自分で選び、財産管理や療養看護などの代理権を与え、任意

後見人が選任されたときから効力が生じる成年後見制度の一種です。 

 通常の委任契約とは異なり、家庭裁判所から選任された任意後見監督人が受任者（任意後見人）

の事務を監督するので、本人の判断能力が低下した後の受任者による代理権濫用の恐れを回避す

ることができる制度です。 

任意後見制度の種類 

 任意後見制度には、即効型・将来型・移行型の３つの種類があります。 

（１）即効型 

 即効型とは任意後見契約をした後、すぐに家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申

立てを行うものです。 

 任意後見契約時にすでに本人の判断能力が低下し始めており、すぐにでも任意後見を始

めたいという場合に適しています。なお、軽度の認知症であれば対象になります。 

（２）将来型 

 将来型は、「移行型」のように生活支援、療養看護、財産管理などに関する委任契約は締

結せずに、任意後見契約のみを締結するというものです。 

（３）移行型 

 任意後見契約の締結と同時に、生活支援、療養看護（見守り契約）、財産管理などに関す

る委任契約の締結を行うものです。本人の判断能力があるうちは当初の委任契約に基づく

見守り事務など行いながら、本人の判断能力が低下した後に任意後見に移行することにな

ります。 

 

任意後見制度と法定後見制度の違い 

 法定後見制度とは、家庭裁判所により選

任された後見人など（成年後見人、保佐人、

補助人）が、既に判断能力の低下した本人

の利益を考えながら、本人が後見人の同意

を得ないで行った法律行為を取り消した

り、本人を代理して法律行為をしたりする

ことで本人を保護する制度です。 

任意後見制度 法定後見制度

利用時期
本人に十分な判断能
力がある時点

本人の判断能力が低
下した時点

後見人の選任主体 本人 家庭裁判所

後見人の権限
任意後見契約によっ
て定めた行為

民法所定の法律行為

取消権の有無 無 有



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーナー

任意後見の流れ 
（１）任意後見契約の締結 

 任意後見契約の締結は、公正証書によって行います。任意後見契約を締結し、公正証書の作 

成が完了すると、公証人から登記申請がなされて登記事項証明書に任意後見人である旨が記載 

されます。 

（２）任意後見監督人選任の申立 

 任意後見契約の締結後、本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人 

選任の申立を行います。少なくとも本人の判断能力が法定後見の「補助」に相当する程度にな 

っていることが必要です。 

（３）任意後見契約の発効 

 任意後見契約は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから効力を生じるこ 

とになります。 

 
  本会（中核機関）では喜界町からの受託事業として成年後見制度 

 の普及啓発、相談受付、手続き支援、情報提供等の業務を実施して 

 います。社会福祉士等の有資格者が相談をお受しております。お気 

 軽にお越しください。 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員募集！！

 本会では、事務補助職員、いきいきサロンの指導員及び訪問介護事業所・小規模多機能ホーム十五

夜・グループホームがじゅまるの３事業所での介護職員を募集いたします。   

※応募資格はすべて概ね６０歳までとします。 

※新任研修がありますので、安心して働くことが
できます。履歴書を提出して頂いた上で、後日

面接となります。気になる点がありましたらお
気軽にご相談ください。 

６５－０４４９担当：カイダ 

訪問介護事業所 
勤務時間：週１回１時間～ 

     ※ご自身の都合に合わせて 

     無理なく働けます。 

給  与：時給１，０００円～ 

 資格や経験等によります。 

資  格：介護職員初任者研修修了以上 

 資格をお持ちでいない方には、資格取 

  得のための支援を行います。ご相談下 

  さい。 

仕事内容：利用者様の自宅を訪問しての身体介護 

     や生活援助（買い物・掃除・洗濯・オ 

     ムツ交換・入浴介助・服薬確認等） 

この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金が活用されています。 

事 務 補 助 
勤務時間：８時３０分～１７時３０ 

休  日：土・日・祝 

     平日の休みは勤務表によります。 

時  給：８３０円～９５０円 

     経験等によります。 

資  格：普通自動車運転免許 

     パソコンの入力作業ができる方 

仕事内容：介護保険データ入力、介護の記録や 

     書類の整理・ファイリング、文書の 

     収受・発送業務、事務所内の清掃等 

勤務時間：パートタイムでのシフト制 

給  与：日給６，６００円～ 

時  給：８３０円～ 

     資格や経験、勤務形態によります。 

資  格：資格不要 

     資格取得支援制度があります。 

仕事内容：十五夜、がじゅまる内での身体介護 

     や生活援助(十五夜の場合は訪問介 

     護もあります) 

十五夜・がじゅまる サロン指導員 
勤務時間：１回あたり３時間程度 

資  格：資格不要 

仕事内容：各集落で開催しているいきいきサロン 

     の指導員です。高齢者が軽い体操や歌、 

     ゲームを楽しみながら健康作りができ 

     るようサロン活動を行います。 


